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②避難計画の策定：市役所の移転 

・伊東市では、1989 年の噴火後、5 つの想定火口に基づく避難計画を策定しており、現在

はその計画を基にした見直しを行っている。しかし、現在取り組んでいる避難計画の検

討において、噴火影響範囲には市役所、消防・警察、鉄道、電力・ガス関係の主要施設

が含まれてしまっている。このため噴火時等の「市役所の移転」（代替施設での業務継

続）という大きな課題が存在する。移転先についても、電力や通信機能等の確保につい

て十分考慮する必要がある。また、移転した後の指揮命令系統等の確立が重要課題であ

る。 

 

 ③避難計画の策定：住民の避難 

・避難するにあたり、噴火の恐れから噴火までの時間が想定できないため、いかに短時間

で多くの住民等（最悪の場合、数万人規模）を避難させなければならないか課題である。

市内や近隣市町のバスの保有台数では数日かかる恐れがあり、鉄道を使用した場合でも

１日以上かかる恐れがある（当市以外は通常の生活を送っているため調整が困難になる

ケースも考えられる）。一般的に、災害による避難では、自家用車の使用は原則、禁止

されているが、場合によっては使用も考える必要があると考えるが、そうなると近隣市

町への避難や交通整理など多くの課題が出てくる。 

・短時間に多くの方々を避難させる方法をご助言いただければありがたい。いずれにして

もまず、生命第一に考え、危険地域外にでることを最優先にし、その後、避難所等に避

難することを考えたほうがいいのではと考えている。 

 

④その他 

・その他、避難計画として抜け落ちている部分のご指摘や参考となるようなお話もお聞か

せいただきたい。 

・市外の方々（特に東京方面）に、いかにして噴火警戒レベルやハザードマップについて

理解していただくかが、課題ではないかと考えている。それには、ジオパークなどを“上

手に使って”理解してもらうのがいいのではと考えている。 

・今後、旅館ホテル組合や漁協などを対象とした講演等も考えられる。漁業では噴火があ

ると一定期間海に出られなくなる。有珠山では一時帰宅などのオペレーションも行って

いるため、田鍋先生から、「自治体側はそのような支援も行うから、漁業関係者も協力

すべき（避難すべき）」という方向で啓発していただきたい。また、実際のオペレーシ

ョンの考え方も可能な範囲で教えていただきたい。 
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〔予測情報の内容とその発表タイミング〕 

(予測情報の内容) 

  最大のＭ：○.○～○.○ 最大震度:○～○程度 有感回数:○～○回程度 

活動期間：4 日～1週間程度 終息判定:歪の変化が収まった場合 

火山活動:噴火に直ちに結びつくような現象が観測されていない旨を記載 

(発表タイミング) 

 第1報の発表：地殻変動が観測され、伊東市大原の震度計で震度1以上を観測した場合、

もしくは活動域に近い場所の住民が身体に感じるような地震が発生し始めた場合 

続報の発表：概ね 1 日に 1～2 回、定期的に発表。ただし、震度 5 弱以上の地震が発生

した場合、活動が急激に活発化した場合には、その都度発表。 

主たる活動の・終息の発表：地震活動が低調となり、低周波地震や火山性微動発生がな

く歪計の変化が収まったと判断した時点。ただし、「未だ活動が続いていること」、「活

動の終息期に活動の周辺域でやや大きな地震が発生した事例があること」の注意喚起を

行う。 

出典：「伊豆東部の地震活動の予測手法」報告書（概要）、     

地震調査研究推進本部地震調査委員会（平成 22 年９月）、  

http://www.jishin.go.jp/main/yosoku/izu/izu_gaiyo.pdf 

 

〔地震活動の予測情報の内容等とその発表タイミング〕 

①群発地震活動が活発になると考えられる場合には、「地震活動の予測情報」発表し、

群発地震に対する注意喚起を行う。 

②低周波地震や火山性微動が観測された場合には、マグマがごく浅部に上昇し噴火の可

能性が高まったと判断して、「噴火警戒レベル 4 又は 5」を発表し避難等を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：伊豆東部火山群における「地震活動の予測情報」と「噴火警戒レベル」 
の導入について（報道発表資料）、気象庁               

http://www.jma.go.jp/jma/press/1102/28a/izu0228.pdf        






